
回 覧    

 
 

＊＊＊みなさんの募金が地球温暖化を防止します＊＊＊ 

 

 緑の募金は、平成７年に制定された「緑の募金による森林整備等の推進に

関する法律」（通称「緑の募金法」と言います。）に基づいて行われている

ものです。 

地球温暖化を防止するためには、資源やエネルギーの無駄遣いを減らす

ことと二酸化炭素を吸収する森林を増やすことが必要です。 

 森林やみどりは私たちに限りない恵みを与えてくれます。この大切な森

林やみどりを増やし守り育て、私たちの町をみどり豊かで活力と潤いのあ

るものにするために、町民の皆さま一人一人に募金の協力をお願いいたし

ます。 

 緑の募金の趣旨にご賛同いただける方については、一世帯あたり１００

円を目安としてご協力いただけたら誠に幸いです。 
  

〇緑の募金 募金額  

年度 募金額 

令和２年度 ４４９，６００円 

令和３年度 ４７８，９５０円 

〇ご協力いただいた募金は次のように使われます。 

①地域や学校などの緑化の推進／②森林の整備／③海外の緑化の推進 

平成３１年度は、（財）和歌山県緑化推進会より町内下記の緑化事業が

「緑の募金事業」として交付されました。皆様にご協力いただく募金の

一部は各緑化事業に対して交付されます。 

※令和２年度以降の町内における認定事業の実績はありません。 

認定事業名 事業主体 交付決定額 

有中谷川周辺植栽事業 

（河川沿いに紅葉を植栽） 
花園ボランティア実行委員会 ４００，０００円 

 

緑の募金についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。 

問い合わせ先：かつらぎ町緑化推進会事務局 

（かつらぎ町役場 産業観光課林業振興係） 

電話 0736‐22‐0300（内線 2102） 
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